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㌽

　

街
づ
く
り
学
校
基
礎
コ
ー
ス「
Ｓエ

ス
デ
ィ
ー
ジ
ー
ズ

Ｄ
Ｇ
ｓ

か
ら
考
え
る
住
み
続
け
ら
れ
る
ま
ち
づ
く

り
」を
開
催
し
ま
す
。
世
界
共
通
の
目
標
で

あ
る
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ（
持
続
可
能
な
開
発
目
標
）を
、

私
た
ち
の
身
近
な
場
所
か
ら
考
え
、
講
義

や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
通
し
て
学
び
ま
す
。

内　

容
▼
①「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
か
ら
考
え
る
大
和

の
ま
ち
づ
く
り
」、
②「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
行
動

計
画
を
作
っ
て
み
よ
う
」

と　

き
▼
①
8
月
28
日（
土
）、
②
9
月
5

日（
日
）午
後
１
時
〜
４
時（
全
２
回
）

と
こ
ろ
▼
市
役
所
会
議
室
棟

対　

象
▼
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
者

定　

員
▼
25
人（
応
募
者
多
数
の
場
合
は
抽

選
）

講　

師
▼
ナ
レ
ッ
ジ
ト
ラ
ス
ト
代
表　

三

浦
由
理
氏

申
し
込
み
▼
8
月
13
日（
金
）ま
で
に
直
接

ま
た
は
電
話
で
市
役
所
街
づ
く
り
推
進

課
へ
。
住
所
、
氏
名
、
年
齢
、
電
話
番

号
を
記
載
し
、
フ
ァ
ク
ス
ま
た
は
市
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
可
。

問
市
役
所
街
づ
く
り
推
進
課
街
づ
く
り

推
進
係
☎（
２
６
０
）５
４
８
３

（
２

６
４
）６
１
０
５

大
和
市
国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
限
度
額
適
用
認
定
証
な
ど
の

申
請
を
受
け
付
け

　

市
が
発
行
す
る「
国
民
健
康
保
険
限
度
額

適
用
認
定
証
」と「
国
民
健
康
保
険
限
度
額

適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」の
有
効

期
限
は
7
月
31
日
で
す
。
8
月
以
降
も
各

認
定
証
が
必
要
な
人
は
、
再
度
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

持
ち
物
▼
大
和
市
国
民
健
康
保
険
被
保
険

者
証

申　

請
▼
8
月
２
日（
月
）か
ら
直
接
市
役

所
保
険
年
金
課
へ（
健
康
上
の
理
由
な
ど

で
来
庁
で
き
な
い
人
は
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
）。

※
8
月
1
日
時
点
で
70
歳
以
上
の
人
は
、

国
民
健
康
保
険
加
入
世
帯
で
住
民
税
が

非
課
税
世
帯
の
人
、
ま
た
は
一
部
負
担

金
の
割
合
が「
３
割
」で
課
税
所
得
が
１

４
５
万
円
以
上
６
９
０
万
円
未
満
の
人

の
み
対
象
。

※
原
則
、
国
民
健
康
保
険
税
を
納
期
ま
で

に
完
納
し
て
い
る
人
に
発
行
し
ま
す
。

問
市
役
所
保
険
年
金
課
保
険
給
付
係
☎

（
２
６
０
）５
１
１
５

（
２
６
０
）５

１
５
８

　

現
在
、
児
童
扶
養
手
当
、
特
別
児
童
扶

養
手
当
を
受
給
し
て
い
る
人
は
、
受
給
資

格
の
再
審
査
を
し
ま
す
の
で
、
期
間
内
に

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
こ
れ

ら
の
手
当
は
母
子
・
父
子
家
庭
や
障
が
い

児
の
い
る
家
庭
な
ど
に
対
す
る
制
度
で
す
。

児
童
手
当
と
は
異
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

※
い
ず
れ
も
必
要
書
類
や
手
続
方
法
は
、

個
別
に
通
知
し
ま
す
。

※
所
得
制
限
や
支
給
要
件
が
あ
り
ま
す
。

児
童
扶
養
手
当
の
現
況
届

提
出
期
間
▼
８
月
２
日（
月
）〜
23
日（
月
）

（
８
日
、
９
日
、
14
日
、
21
日
、
22
日
を

除
く
）。

問
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
こ
ど
も
総
務

課
手
当
医
療
係
☎（
２
６
０
）５
６
０
８

（
２
６
４
）０
２
０
２

　

脳
と
か
ら
だ
の
健
康
チ
ェ
ッ
ク
は
、
簡

単
な
体
力
測
定
の
ほ
か
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
端

末
を
使
用
し
て
タ
ッ
チ
パ
ネ
ル
形
式
で
問

題
を
解
く
こ
と
で
、
記
憶
力
や
注
意
力
な

ど
の
認
知
機
能
を
同
年
代
の
デ
ー
タ
と
比

較
し
、
自
分
の
健
康
度
を
確
認
す
る
も
の

で
す
。
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
の
操
作
は
、
職

と　き ところ

8月  3日（火）

午前  9時30分～・
　　10時40分～・
午後  1時～・
　　  2時10分～・
　　  3時20分～・
   （1人60分程度）

保健福祉センター

17日（火） 渋谷学習センター

20日（金） 保健福祉センター

24日（火） 生涯学習センター

25日（水）

保健福祉センター26日（木）

27日（金）

員
が
１
対
１
で
丁
寧
に
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

脳
と
か
ら
だ
の
健
康
度
を
知
り
、
こ
れ
か

ら
の
生
活
に
活
用
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

対　

象
▼
65
歳
以
上
の
市
内
在
住
者

定　

員
▼
各
回
先
着
1
人

申
し
込
み
▼
各
開
催
日
の
前
日
午
後
３
時

ま
で
に
、
電
話
で
人
生
１
０
０
年
推
進

課
へ
。

問
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
人
生
１
０
０
年

推
進
課
認
知
症
施
策
推
進
係
☎（
２
６

０
）５
６
１
２
（
２
６
2
）０
９
９
９

脳
と
か
ら
だ
の
健
康
チ
ェ
ッ
ク

15
分
程
度
の
検
査
で
気
軽
に
認
知
機
能
を
チ
ェ
ッ
ク

3㌽
自身の状態が一目で分かる結果報告書

　

道
路
は
、
日
常
生
活
に
な
く
て
は
な
ら

な
い
大
切
な
公
共
施
設
で
す
。

　

安
全
で
快
適
な
道
路
環
境
を
保
つ
た
め
、

こ
の
機
会
に
身
近
に
あ
る
道
路
の
役
割
や

重
要
性
を
見
直
し
、
適
切
な
利
用
を
お
願

い
し
ま
す
。

道
路
占
用
に
は

許
可
が
必
要
で
す

　

道
路
を
占
用
す
る
場
合
は
、
国
、
県
、

市
な
ど
、
道
路
管
理
者
の
許
可（
占
用
許
可
）

が
必
要
で
す
。基
準（
下
図
参
照
）に
従
っ
て
、

必
ず
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
次
の
よ
う
な
路
上
で
の
私
的
な

行
為
は
、
道
路
法
第
43
条
で
禁
じ
ら
れ
て

い
ま
す
。

・
置
き
看
板
や
自
動
販
売
機
の
設
置

・
道
路
上
に
は
み
出
す
形
で
の
商
品
な
ど

の
陳
列

・
電
柱
や
街
路
樹
な
ど
へ
の
立
て
看
板
の

設
置
や
張
り
紙
の
掲
示

・
車
の
乗
り
上
げ
ブ
ロ
ッ
ク
や
資
材
な
ど

の
設
置

　

市
は
定
期
的
に
パ
ト
ロ
ー
ル
し
、
違
反
が

あ
れ
ば
所
有
者
に
対
す
る
指
導
や
撤
去
を

し
て
い
ま
す
。
悪
質
な
違
反
者
は
、
罰
せ
ら

れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

1.0m以内1.0m以内

2.5m
以上

2.5m
以上

4.5m
以上

○○屋

車道

○
○
○
会
社

△
△
会
社

境
界

境
界境

界
歩
道

歩
道

8
月
は「
道
路
ふ
れ
あ
い
月
間
」、

8
月
10
日
は「
道
の
日
」で
す

身
近
に
あ
る
道
路
の
役
割
や
ル
ー
ル
を
確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う

問
市
役
所
道
路
管
理
課
許
認
可
係
☎

（
２
６
０
）５
４
０
４

（
２
６
０
）５

４
７
４

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
現
況
届
の
提
出
を

街
づ
く
り
学
校
の

受
講
生
を
募
集

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
現
況
届

提
出
期
間
▼
８
月
12
日（
木
）〜
９
月
13
日

（
月
）（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）。

問
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
障
が
い
福
祉
課

障
が
い
福
祉
係
☎（
２
６
０
）５
６
６
５

（
２
６
２
）０
９
９
９

看板・日よけの道路占有許可基準




